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京都府環境影響評価専門委員会委員名簿 

（任期：令和３年２月２６日～令和５年２月２５日） 

 

 氏 名 職   名 分      野 備考 

山地 一代 神戸大学大学院海事科学研究科准教授 

大気環境 

 

水 環 境 

 

地質・土壌

環境 

 

そ の 他 の

環境要素 

 

 

大気質 
 

 

髙野  靖 京都大学大学院工学研究科教授 騒音・振動 
 

 

大下 和徹 京都大学大学院工学研究科准教授 悪臭、廃棄物 
 

 

清水 芳久 京都大学大学院工学研究科教授 水質、地盤沈下、土壌汚染 
 

 

成瀬  元 京都大学大学院理学研究科准教授 地形・地質 
 

 

勝見  武 京都大学大学院地球環境学堂教授 環境地盤工学 
 

 

渡邉 紹裕 京都大学名誉教授・特任教授 水循環、地球環境 
 

 

中尾 史郎 京都府立大学大学院生命環境科学研究科教授 

 

  

  

 動  物 

 

 

 

 

昆虫 

 

   

 

布野 隆之 兵庫県立人と自然の博物館研究員 鳥類 
 

   

吉村 真由美 
国立研究開発法人森林研究・整備機構森
林総合研究所関西支所チーム長 

水生生物 

 

   

 

田中 和博 京都先端科学大学バイオ環境学部教授  植  物 
 

   

德地 直子 京都大学ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学教育研究ｾﾝﾀｰ教授   生 態 系 
 

   

荒川 朱美 京都芸術大学芸術学部教授   景  観 
 

 

佐古 和枝 関西外国語大学英語国際学部教授   歴史的・文化的景観、文化財 
 

 

黒坂 則子 同志社大学法学部教授   制度・手続  

 

   

 

（令和４年４月１日現在） 

     

 

資料 1 
 



京都府環境影響評価専門委員会規則

公布 平成10年12月25日規則第40号

改正 平成17年４月１日規則第25号

改正 平成20年４月１日規則第21号

改正 平成27年４月１日規則第41号

改正 平成31年４月１日規則第23号

（趣旨）

第１条 この規則は、京都府環境影響評価条例（平成10年京都府条例第17号）第40条第９

項の規定により、京都府環境影響評価専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組

織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

（委員長）

第２条 専門委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。

３ 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員

がその職務を代理する。

（会議）

第３条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

２ 専門委員会は、委員及び臨時委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができな

い。

３ 専門委員会の議事は、出席の委員及び臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

（部会）

第４条 専門委員会に、専門の事項を調査審議するため、部会を置くことができる。

２ 部会に属する委員及び臨時委員は、委員長が指名する。

３ 前２条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「専門

委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものと

する。

（庶務）

第５条 専門委員会の庶務は、府民環境部において処理する。

（委任）

第６条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が

専門委員会に諮って定める。

附 則（抄）

１ この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成17年規則第25号）（抄）

（施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成20年規則第21号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成27年規則第41号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成31年規則第23号）

この規則は、公布の日から施行する。



資料２

京都府環境影響評価専門委員会の公開の取扱いについて

１ 京都府環境影響評価専門委員会（部会を含む。以下「専門委員会」という。）の

会議は原則として公開とする。

ただし、京都府情報公開条例第６条各号のいずれかに該当する情報について審議

等を行う場合には、予め専門委員会の委員長（部会にあっては部会長。以下同じ。）

が専門委員会に諮って非公開とすることができる。

２ 会議の傍聴を認める者の定員は、原則10名以上とし、あらかじめ会議ごとに委員

長が定めるものとする。

また、記者席の設置に努めるものとする。

３ 京都府が別に定める「審議会等の会議の公開に関する指針」（平成14年９月17日。

以下「指針」という。）の「６ 公開の方法」に定める傍聴に係る手続等は、別添

「傍聴要領」のとおりとする。

４ その他委員会の会議の公開に関し必要な事項は、指針によるものとする。

附 則

この要領は、平成14年10月16日から施行する。



附属機関及び懇談会等の会議の公開に関する指針

１ 目的

この指針は、附属機関及び懇談会等の会議の公開に関し必要な事項を定めることにより、

府政の透明性の一層の向上を図り、もって開かれた府政を推進することを目的とする。

２ 対象とする会議

この指針の対象とする会議は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項

の規定により設置された附属機関（以下「附属機関」という。）及び有識者の意見を聴く

懇談会等（以下「懇談会等」という。）の会議とする。

３ 会議の公開の基準

会議は、京都府情報公開条例（平成13年京都府条例第１号）第６条各号のいずれかに該

当する情報について審議、意見聴取等を行う場合を除き、原則、公開するものとする。

４ 公開又は非公開の決定等

(1) 会議の公開又は非公開は、３の会議の公開の基準に基づき、附属機関にあっては当該

附属機関が、懇談会等にあっては知事が決定するものとする。

(2) 附属機関又は知事は、会議を非公開とした場合には、その理由を京都府のホームペー

ジへの掲載や府民総合案内・相談センター及び府政情報コーナー（以下「センター等」

という。）における閲覧などにより、明らかにするものとする。

５ 会議開催の周知

附属機関又は知事は、会議を公開するに当たっては、原則として当該会議の開催日の１

週間前までに、会議の概要を京都府のホームページに掲載するほか、当該概要を記載した

書面をセンター等において閲覧に供すること等により、府民に周知するよう努めなければ

ならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。

６ 公開の方法

(1) 附属機関又は知事は、会議を公開するときは、会場に傍聴席を設けるものとする。

(2) 附属機関又は知事は、会議の傍聴を認める者の定員をあらかじめ定めるとともに、会

議が公正かつ円滑に行われるよう、傍聴に係る手続等を定めるものとする。

７ 審議、意見聴取等の要旨の公開

(1) 附属機関又は知事は、公開した会議の審議、意見聴取等の要旨を閲覧に供するよう努

めるものとする。

(2) 附属機関又は知事は、会議を非公開とした場合であっても、京都府情報公開条例第６

条各号に掲げる情報に該当するものを除き、当該会議の審議、意見聴取等の要旨を(1)

に準じて閲覧に供するよう努めるものとする。

８ 施行期日

この指針は、平成２４年１２月５日から施行する。



傍 聴 要 領

平 成 1 4 年 1 0 月 1 6 日 制 定

京都府環境影響評価専門委員会

１ 京都府環境影響評価専門委員会の開催の周知について

（１）京都府環境影響評価専門委員会（部会を含む。以下「専門委員会」という。）

の開催は、原則として会議開催日の一週間前までに、会議の概要を京都府のホー

ムページに掲載するほか、当該概要を記載した書面を府政情報センターにおいて

閲覧に供する等により周知するものとします。ただし、会議を緊急に開催する必

要が生じたときは、可能な限り速やかに周知するものとします。

（２）会議開催の周知に当たっては、開催日時及び場所、議題、公開・非公開の別、

傍聴手続等を明記します。

２ 傍聴する場合の手続

（１）傍聴の受付は、会議の開会予定時刻の30分前から10分前までの間に行います。

傍聴希望者は会場受付で申し出てください。

（２）希望者が定員を超える場合には、抽選により傍聴者を決定します。

（３）傍聴を認める方には傍聴証（別記様式）を渡しますので着用の上、会議の開会

予定時刻までに、事務局の指示に従って入室し、所定の席に着席してください。

３ 傍聴にあたって守るべき事項

傍聴者は、会議を傍聴するにあたり、次の事項を守ってください。

（１）会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により賛成、反対

の意向等を表明しないこと。

（２）のぼり、旗、プラカード、鉢巻き、たすき、ゼッケンその他示威のために利用

すると認められるものの携帯又は着用をしないこと。

（３）談話をし、又は騒ぎ立てる等、会議の妨害となるような行為をしないこと。

（４）会場において飲食又は喫煙をしないこと。

（５）会場において、写真撮影、録画、録音等を行わないこと。

ただし、事前に専門委員会の委員長（部会にあっては部会長。以下同じ。）が

認めた場合は、この限りではありません。

（６）配布した資料のうち、専門委員会の委員長が指定したものについては、書き込

み及び帯出をしないこと。

（７）その他会議の議事運営に支障となる行為をしないこと。

４ 会議の秩序の維持

（１）上記３の他、傍聴される方は、係員の指示に従ってください。

御不明な点は、係員にお聞きください。

（２）傍聴される方が以上のことを守られない場合は、退場していただくことがあり

ます。

（３）会議中、会議の秩序維持ができなくなった場合及び緊急的に公開できない事項

を取り扱う必要が生じた場合は、会議を途中で非公開とする場合があります。
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環境影響評価法に基づく発電所に係る環境アセスメント手続の流れ

*関係市町村：環境影響を受ける範囲であると認められる地域を
所管する市町村

「環境アセスメント」とは、
　・事業の実施が環境に及ぼす影響について、あらかじめ事業者自ら調査・予測・評価を行い、
　・その結果を公表して住民・地方公共団体・国から意見を聴き、
　・それらを踏まえて環境の保全の観点からよりよい事業を目指す制度。

事業者 京都府 関係市町村 経済産業省 環境省

配慮書

府民

計画に反映

方法書

意見

意見意見

準備書

意見

意見

意見

意見

意見

公聴会

専門委員会

説明会

意見の概要書

意見

調査・予測・評価

方法を決定

勧告

調査・予測・評価

対策の検討

説明会

意見の概要書

意見 意見

評価書

評価書の確定

確定通知

・変更命令

縦覧

意見

計画段階での意見聴取

調査・予測・評価の方法

についての意見聴取

調査・予測・評価の実施

調査・予測・評価の結果、

対策についての意見聴取

専門委員会

専門委員会

事業の実施・着工

↑

今
回
の
手
続

法事業に係る手続の

規定が条例にないもの

勧告 意見

工事計画の認可

申請・届出

認可・変更命令

資料４
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番号

「配慮書の概要等」・「当日説明資料

案」・「配慮書」・「要約書」・「その

他」

直左列に関しての該当箇

所のページや見出し等

1 要約書

p3　2.2.3 第一種事業によ

り設置される発電所の出

力

　出力の変動について、その可能性はどの程度と想定しているか。また、その変動の

幅はどの程度と想定しているか。

現時点で出力が変動する予定はございませんが、今後の調査結果次第で出力が減少す

る可能性はございます。減少する場合の変動の幅は、現在の発電所出力の20%未満を想

定しています。

2 要約書

p9　(5)環境保全上～の

確認

　住宅等との約1.1kmの離隔の確保について、その設定はどのような根拠に基づいてな

されたものか。

　一般的に、確保すべき最低限の基準を設定する場合、「約」○kmという大まかなも

のを用いることはないのではないか。

「風力発電施設に係る環境影響評価の基本的考え方に関する検討会 報告書（資料

編）」（環境省、平成 23 年）を元に、環境保全上留意が必要な施設及び住宅との距離

について、おおむね半数以上の苦情が500m未満の距離にあることから、この距離以上

の離隔を取ることを検討の目安としております。しかしながら、本事業については、

当該調査結果において500m以上の離隔でも環境影響が及ぶ可能性が示唆されているこ

とを踏まえ、距離が離れるほど、影響は低減される考え方に基づき、現時点で可能な

限り環境保全上留意が必要な施設及び住宅より離隔を取った結果、約1.1kmの離隔とな

りました。方法書以降において、「風力発電施設から発生する騒音に関する指針」

（平成 29 年５月 環境省）等を含めた最新の知見に基づいた適切な方法により、調

査、予測及び評価を行ってまいります。

3 要約書

p22　(1)複数案の設定に

ついて

　事業実施想定区域を広めに設定されているが、この想定区域はどのような考え方で

設定されたものか。

　p7に示された基本的な考え方において、５種の条件を踏まえて設定したとあるが、

それぞれの条件（もし他にもあれば、その条件）についてどのように検討したのか。

　事業実施想定区域の設定経緯について、弊社では全国を対象に都道府県毎に風力発

電事業の実施の可能性を検討しておりますが、日本海に面したエリアが一般的に好風

況と言われているため、まず京都府では京丹後市に着目いたしました。また、検討対

象エリアにおける再生可能エネルギーに関する政策に事業が適合することも必要と考

えるため、京都府の「再生可能エネルギーの導入等促進プラン（第2期）」、京丹後市

の「第2次京丹後市総合計画『基本計画』」を踏まえ京丹後市における事業の検討をい

たしました。京丹後市内で事業地の検討をするにあたり、NEDOの局所風況マップの好

風況とされる地上高30mにおける年平均風速が約5m/s以上となる地域を踏まえ磯砂山

周辺を検討対象といたしました。

その後、周辺の既存道路の状況から風力発電機の輸送が可能であることを確認いたし

ました。

次に、法令等の制約をおける場所の内、現時点で可能な範囲で区域から除外すること

といたしました。除外されていない場所については、今後の詳細設計において関係機

関と協議を行いより詳細な法令等の制約条件を確認し検討していく予定でございま

す。

次に、環境保全上留意が必要な施設及び住宅等の分布状況を確認し、風力発電機の設

置予定範囲は住居から500m以上離隔を取ることを前提とし設定いたしました。

風力発電機の設置予定範囲に加え、将来的に残土処分場の使用や風力発電機の輸送に

伴う道路の新設や拡幅の可能性のある範囲を含めた形で事業実施想定区域を設定いた

しました。

配慮書に記載されている条件以外の条件はございません。

京都府環境影響評価専門委員会開催に当たっての事前の御質問・御意見等について

委員の御質問・御意見等への回答

対象となる資料等

委員の御質問・御意見等の内容

資料６



資料７ 

配慮書の概要 

事業名 （仮称）京丹後市磯砂山風力発電事業 【参考】（仮称）丹後半島第一・第二風力発電事業 

事業者 自然電力株式会社 前田建設工業株式会社 

事業規模 
最大58,800kW 

（4,200kW程度×最大14基） 

<第一> 

最大51,600kW 

（3,200～4,300kW級×最大12基程度） 

<第二> 

最大64,500kW 

（3,200～4,300kW級×最大15基程度） 

事業実施 

想定区域 

京丹後市 最大 約971ha 

（うち、風力発電機の設置範囲 最大 約71ha） 

<第一>  

宮津市、京丹後市、伊根町  最大 約602ha 

（うち、風力発電機の設置範囲 最大 約83ha） 

<第二> 

京丹後市   最大 約570ha 

（うち、風力発電機の設置範囲 最大 約104ha） 

関係市町 宮津市、京丹後市、与謝野町 宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町 

配

慮

書

に

記

載

さ

れ

た

事

業

者

に

よ

る

計

画 

段 

階

配

慮

事

項 

環境要素 工事中の環境影響は、対象外 同左 

騒音及び

低周波音 
配慮が必要な施設までの最短距離 

住宅等まで約1.1km住宅等以外（学校、保育所、

福祉施設）まで約2.0km 

配慮が必要な施設までの最短距離 

<第一> 

住宅等まで約0.5km、住宅等以外まで約3.7km、 

<第二> 

住宅等まで約0.5km、住宅等以外まで約2.1km 
風車の影 

地形及び 

地質 

重要な地形・地質 

不存在 

重要な地形・地質 

典型地形「丹後半島海岸線」が存在 

動物、 

植物 

及び 

生態系 

○動物 

・コウノトリの飛来、飛翔ルートがある。 

・クマタカ等の希少猛禽類が生息している。 

・渡り鳥の移動ルート、オオミズナギドリの飛来が

ある。 

・アベサンショウウオ等の両生類が生息している。 

 

○植物 

・タブ群落、シイ群落、ブナ群落、シデ群落、ケヤ

キ群落、アカマツ群落が存在 

 ・特定植物群落として大宮町のアカマツ林が存在 

○動物 

・宇川流域天然鮎生息地がある。<第二> 

・クマタカ等の希少猛禽類の生息が生息している。 

・渡り鳥の移動ルート、オオミズナギドリの飛来が

ある。 

・アベサンショウウオ等の両生類が生息している。 

 

○植物 

・タブ群落、ブナ群落、シデ群落、ケヤキ群落、ミ

ズナラ群落が存在 

・特定植物群落として味土野シデ林が存在<第一> 

景観 主要な景観資源として天橋立、世屋高原等 同左 

人と自然

との触れ

合いの活

動の場 

主要な場として磯砂山（日本最古の羽衣伝説の発

祥地）や天女の里等があり、磯砂山は一部に直接的

な改変が生じる可能性がある。 

主要な場として近畿自然歩道や大フケ湿原<第一>、

依遅ケ尾山や力石石碑<第二>があり、近畿自然歩道<

第一>の一部に直接的な改変が生じる可能性がある。 

備考  水環境、廃棄物等及び文化財等は選定されていない。 

 



 

令和４年３月８日 

 

 

京都府知事 西脇 隆俊 様 

 

 

京都府環境影響評価専門委員会         

委員長 渡邉 紹裕        

 

 

（仮称）丹後半島第一風力発電事業に係る計画段階環境配慮書につい

ての環境の保全の見地からの意見について 

 

 

令和４年１月３１日付け３環管第３４２号で意見の求めのあったことについて、別

紙のとおり意見を述べます。 

 

 

Administrator
テキストボックス
資料８



別紙 

 

本事業は、前田建設工業株式会社が、宮津市、京丹後市及び伊根町において、最大で総出

力 51,600kWの風力発電所を設置するものである。 

本配慮書では、風力発電機の設置予定範囲及び既存道路の拡幅等を行う可能性のある範囲

を事業実施想定区域（以下「想定区域」という。）とし、今後の手続において環境影響の回避・

低減を考慮して事業実施区域を絞り込み、また、現地調査等といったより詳細な調査を踏ま

えて具体的な風力発電機の配置を検討する予定とされている。 

想定区域及びその周辺においては、住宅・小学校等の生活環境、丹後天橋立大江山国定公

園や京丹後市指定天然記念物の宇川流域天然鮎生息地、クマタカ等の鳥類やアベサンショウ

ウオ等の両生類をはじめとする希少動植物種等の自然環境や景観、文化財があるほか、歴史

的に土砂災害の発生が多い。 

こうした保全すべき環境要素があることに鑑み、事業者が本事業の更なる検討や今後の手

続に当たって留意すべき事項は次のとおりである。 

 

１ 全般的事項 

(1) 風力発電設備等の位置等の検討について 

 ア 風力発電設備、搬入道路等の本事業に係る工作物及び土地（以下「風力発電設備等」

という。）の位置・規模及び配置・構造（以下「位置等」という。）の検討に当たって

は、次の事項に留意し、複数案の比較検討を行うこと等により、本事業の実施による

環境影響を回避又は極力低減するよう配慮すること。 

(ｱ) 希少猛禽類であるクマタカの飛翔高度や内陸部へ飛来する渡り鳥に関するデータ、

地域史料にある地すべり地の分布状況が把握されていないほか、動植物の生息・生

育場所たる水環境に関する調査がなされておらず、配慮書段階で行われるべき調査

が十分なされているとは言いがたいことから、計画段階において丹後半島の地域特

性を踏まえた適切な環境配慮を行うため、生活環境、自然環境、文化・歴史及び災

害等の諸点について、文献調査や専門家・地域住民等に対する聴取等を追加実施す

るとともに、丹後半島での大規模開発に係る河川への土砂流出事例や全国各地の大

規模再生可能エネルギー発電事業に係る事故や災害の事例を調査して、十分に情報

収集すること。 

(ｲ) 上記の調査結果を踏まえるとともに、事業規模が非常に大きいことに鑑み、資材

搬入のための道路の整備及び運搬車両の走行に伴う影響を含む工事の実施による環

境影響についても可能な限り考慮すること。 

(ｳ) 想定区域に含まれる丹後天橋立大江山国定公園第２種特別地域及び保安林につい

ては、それらの環境保全上の重要な役割を十分考慮して、それらの区域内における

風力発電設備等の設置を回避するよう努めること。 

(ｴ) 生態系の損失について、発電事業を有期で終了して原状回復する場合には、ＨＥ

Ｐ（ハビタット評価手続）の中の累積的ハビタット・ユニットの評価の考え方に基



づき、想定区域及びその周辺の自然環境が回復するまでの期間を含めて、定量的に

評価すること。 

(ｵ) 想定区域の周辺には、他の環境影響評価手続中の風力発電事業があることから、

本事業との累積的な環境影響が懸念されるものについては、その影響を考慮するこ

と。 

(ｶ) 本事業の目的の一つに挙げられている地球温暖化対策に資するよう、設置工事か

ら施設の稼働までだけではなく、より長期的な視点から事業全体の温室効果ガス排

出量の収支を試算し、地球環境保全に貢献するものであることを確認すること。特

に、発電事業を有期で終了して原状回復する場合には、本事業に係る工作物の撤去

や廃棄処理に係る温室効果ガスの排出、消失した自然が回復するまでの間の森林吸

収量の減少をも考慮して試算すること。 

(ｷ) 豪雪や豪雨に伴う災害等により周辺の道路が通行不能となった場合でも支障なく

風力発電設備等を管理するために講じる措置の環境影響も考慮すること。 

イ 本事業の実施による重大な影響を回避又は十分に低減することができない場合は、

事業計画の見直しを行うこと。 

 

 (2) 検討経緯の明示について 

地域住民及び関係自治体等への説明及び方法書の作成においては、風力発電設備等の

位置等に関する検討の経緯を、環境影響の回避又は極力低減の観点はもとより、土砂災

害防止等の安全性の観点から考慮した内容を含めて、詳細かつ分かりやすく示すこと。  

 

(3) 地域住民等の理解について 

地域住民及び関係自治体等による本事業への理解が重要であることから、事業計画の

検討に際しては地域住民及び関係自治体等に対して積極的かつ丁寧な周知、情報提供及

び意見聴取を行うとともに、今後の風力発電設備等の位置等の検討及び環境影響評価の

実施に当たっては、地域住民及び関係自治体等の意見に十分配慮すること。 

 

２ 個別事項 

(1) 騒音及び低周波音について                                    

工事の実施及び風力発電設備等の供用による騒音及び低周波音が周辺の住宅等に与え

る影響について、最新の知見等に基づき、適切に調査、予測及び評価（以下「調査等」

という。）を行い、その結果を踏まえ、当該影響を回避又は極力低減するよう風力発電設

備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

また、その検討に当たっては、想定区域周辺において音の反響が起こる可能性がある

ことから地形的条件を考慮すること。 

なお、事業実施後に騒音及び低周波音に係る苦情等が発生した場合の、騒音及び低周

波音の感じ方に個人差があることを前提とした対応策をあらかじめ明らかにすること。  

 

(2) 水環境について                                         



想定区域及びその周辺は、京丹後市天然記念物として指定された天然鮎生息地が存在

する宇川のほか、水道用水や農業用水等の取水が行われる河川の源流域となっており、

また、両生類・湿地植物等が生息・生育する湿性環境が存在すると考えられることから、

河川及び地下水の水量及び水質並びに水みちを含む湿性環境に与える影響について、工

法や風力発電機の地下構造等を踏まえて適切に調査等を行い、その結果を踏まえ、当該

影響を回避又は極力低減するよう風力発電設備等の位置等及び環境保全措置を検討する

こと。 

なお、その調査等については、必要に応じてあらかじめ小流域ごとの地形・地質・土

地利用・植生等や流域の構造を十分把握した上で、想定区域の下流域における森林の適

正管理及び土砂災害の防止を考慮するとともに、河川の河口及びその周辺海域への影響

についても行うこと。また、水道用水及びその取水地点の把握について、想定区域及び

その周辺に位置する流域に係る地区等に対して聴取を行う等可能な限り情報収集するこ

と。 

 

(3) 地形及び地質について                                       

想定区域及びその周辺には、大フケ湿原、依遅ケ尾山及び宇川穿入蛇行等の保護を要す

る地形が存在し、また、急峻な地形及び脆弱な地質や地すべり地が多く、歴史的に土砂災

害の発生が多く見られることから、こうした地域特性を踏まえるとともに、気候変動に伴

う大雨等の極端現象の発生も考慮して、地形及び地質に与える影響について適切に調査等

を行い、その結果を踏まえ、土砂の崩落及び流出の可能性が高い箇所の改変を回避するこ

とや、改変面積を低減すること等により、当該影響を回避又は極力低減するよう風力発電

設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

なお、その調査等については、土砂災害の防止を考慮することとし、必要に応じて想定

区域の数値標高モデルデータ等から地すべり地、湧水及び微地形の特徴等を抽出した上で、

現地調査や専門家・地域住民等に対する聴取等によって注意すべき地形及び地質を把握す

る方法等により行うとともに、特に切土又は盛土を予定する土地周辺及びその下流域に対

する影響に留意すること。 

また、丹後半島には活断層が多く分布することから、地震発生リスクを適切に把握して、

風力発電設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。  

 

(4) 風車の影について                                         

風力発電設備等の影による周辺の住宅その他の人の活動の場への影響について、適切に

調査等を行い、その結果を踏まえ、当該影響を回避又は極力低減するよう風力発電設備等

の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

 

(5) 動物、植物及び生態系について                                   

ア 鳥類について 

想定区域及びその周辺では、クマタカ等の希少猛禽類の生息、また、ハチクマ及び小

型鳥類を含む複数の渡り鳥の移動ルート等が確認されていることから、工事の実施や土



地改変のため環境変化による生息地の消失、風力発電機への衝突、移動ルートの阻害等

によって、希少猛禽類、渡り鳥その他の鳥類に対する影響が懸念される。さらに、オオ

ミズナギドリが冠島を集団繁殖地としており、そこで巣立った幼鳥が想定区域に飛来す

る可能性がある。 

このため、専門家等からの助言を踏まえた上で、それぞれの種の生態特性に応じて適

切に調査等を行うとともに、その結果を考慮して、当該影響を回避又は極力低減するよ

う風力発電設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

イ 鳥類以外の動植物・生態系について 

想定区域及びその周辺には、重要な動植物種、重要な群落及び自然度の高い植生も存

在することから、鳥類以外の動植物・生態系に与える影響について、砂浜や海岸まで及

ぶ可能性を踏まえて、専門家・地域住民等に対する聴取等の方法等により適切に調査等

を行うとともに、その結果を考慮して、当該影響を回避又は極力低減するよう風力発電

設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

特に、想定区域及びその周辺には、天然記念物に指定されているアベサンショウウオ

等の両生類が生息していると考えられることから、これら両生類が必要とする湿性環境

について適切に調査等を行うとともに、その結果を考慮して、工事の実施中だけでなく

風力発電設備等の供用開始後においても、その生息地における水環境に変化が生じない

よう風力発電設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

また、京丹後市天然記念物に指定されている宇川流域天然鮎生息地について、事業の

開始前、工事の実施中及び風力発電設備等の供用開始後において、相当の期間、適切に

モニタリングを実施すること。さらに、当該生息地に影響が生じた場合の対応策を工事

の開始までに明らかにすること。 

 

(6) 景観について                                           

想定区域及びその周辺には、世界遺産登録を目指す天橋立を含む丹後天橋立大江山国定

公園、伊根浦舟屋群及び山陰海岸ジオパークエリアが位置することから、海上からの眺望

を含む重要な景観資源及び眺望点に与える影響について、当該国定公園の管理者及び景観

資源の利用者等に対する聴取等の方法等により地域特性を踏まえて適切に調査等を行い、

その結果を踏まえ、当該影響を回避又は極力低減するよう風力発電設備等の位置等及び環

境保全措置を検討すること。 

なお、その調査等については、フォトモンタージュ法に加え、地形断面図解析法の実施

を検討すること。また、地域住民の日常生活の場についても、眺望点として設定すること。 

 

(7) 人と自然との触れ合いの活動の場について           

想定区域及びその周辺には、丹後天橋立大江山国定公園及び近畿自然歩道等があること

から、それらへのアクセス道路を含めた触れ合い活動の場への影響について、その管理者、

その利用者、地域住民及び関係自治体等に対する聴取等の方法等により、適切に調査等を

行い、その結果を踏まえ、当該影響を回避又は極力低減するよう風力発電設備等の位置等

及び環境保全措置を検討すること。 



 

（8）廃棄物等について                                        

建設廃棄物及び建設発生土等の工事の実施に伴って発生する建設副産物について、適切

に調査等を行い、その発生量及び場外搬出量を抑制するとともに、その保管、場外搬出及

び処分に当たっては、自然環境及び生活環境への影響を回避又は極力低減するよう風力発

電設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

特に、建設発生土については、できるかぎり再利用に努めるとともに、事業の実施中は

もとより事業終了後も仮置地及び受入地において土砂災害が発生することのないよう、当

該土地の地形及び地質並びに近年の大雨等の極端現象の発生を考慮して、万全の措置を講

じること。  

 

（9）文化財等について                                       

想定区域及びその周辺には、重要な遺跡等及び天然記念物に指定等された動植物（生息

地及び自生地を含む。）が存在していることから、専門家・地域住民等に対する聴取等の

方法等により、適切に調査等を行い、その結果を踏まえ、文化財等への影響を回避又は極

力低減するよう風力発電設備等の位置等及び環境保全措置を検討すること。 

なお、その調査等については、想定区域及びその周辺にこれまで知られていない文化財

等が存在する可能性に留意して、特に調査歴がない区域における文化財等の分布状況を適

切に把握すること。また、環境保全措置等の検討に当たっては、関係機関と十分協議する

こと。 
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